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はじめに 

 

乳幼児期の教育・保育（以下「幼児教育・保育」という。）は、忍耐力・社会性・感情コントロール

などの非認知能力を養い、子どもの人格の基礎を形成します。また、子どもが将来に渡って幸せ

な状態（ウェルビーイング）で過ごすためには、幼児教育・保育の質が重要であると世界的に注目

されています。 

国では、令和５年（２０２３年）にこども家庭庁を創設し、「こども大綱」で掲げた「こどもまんな

か社会」の実現を目指すために「はじめの１００か月の育ちビジョン」を策定し、東京都でも令和４

年（２０２２年）に子供政策連携室を創設し、「こども未来アクション」を策定するなど、社会全体と

して子どもに対する施策に重点を置くようになってきました。 

これまで本市においては、働きながら子育てできる環境を整備し、待機児童解消へ向けた取

組や、「幼児教育・保育センター」を設置し、保育士、幼稚園教諭及び保育教諭（以下「保育者」とい

う。）の支援やガイドラインの策定、巡回支援、保・幼・小連携の推進など、積極的な取組を行って

きました。 

しかしながら、全国的に少子化が加速する中、本市においても就学前児童は大幅に減少し、保

育施設では多くの空き定員が生じています。また、共働き世帯の増加に伴う保育需要の高まり

により、幼稚園の在籍児童も大幅な減少を続けています。このままでは、子どもにとって成長す

る過程で大切な、子ども同士で育ち合う機会が減少し、非認知能力の育成が妨げられる恐れが

あります。また、各施設の定員割れは経営に影響を及ぼし、職員の安定的な雇用が難しくなり、

職員一人あたりの業務負担増による労働環境の悪化を招く恐れがあることから、不適切な幼児

教育・保育や事故の増加などが懸念されます。 

このような状況を踏まえ、中長期的な視点で地域の幼児教育・保育ニーズ（以下「保育ニーズ」

という。）に則した提供量の適正化、公立保育園の再編を含めた幼児教育・保育施設全体のあり

方、質の高い幼児教育・保育を安全に提供できる環境の充実と支援機能の強化などについて、

令和５年（２０２３年）７月に八王子市社会福祉審議会 児童福祉専門分科会に「乳幼児期の教育・

保育に関する方針」について諮問を行い、令和６年（２０２４年）３月に答申を受けました。 

本方針は上記答申を踏まえ、本市における幼児教育・保育に関する方向性を示し、本市で育つ

すべての子どもが、将来に渡って幸せな状態（ウェルビーイング）で過ごすことのできる方針とし

て定めます。 



目 次 

 

１ 八王子市における保育の現状 

（１）就学前児童数及び認可保育施設申込児童数の推移 ----------------------------- 1 

（２）認可保育施設の空き定員の推移 --------------------------------------------- 2 

（３）施設類型別の利用児童数の推移 --------------------------------------------- 3 

（４）年齢別施設利用児童数の状況 ----------------------------------------------- 4 

（５）保育施設の待機児童数の推移 ----------------------------------------------- 5 

（６）公立保育園（直営園）の定員と在籍児童数の推移 ------------------------------- ６ 
 

２ 幼児教育・保育の質の向上 

（１）幼児教育・保育の質を保障する環境づくり -------------------------------------７ 

（2）「こどもまんなか」のデザイン思考 --------------------------------------------８ 

（3）幼児教育・保育センターの充実 -----------------------------------------------９ 

 

３ 持続可能な幼児教育・保育体制の確保 -------------------------------------------１１ 

 

４ 公立保育園の役割と再編 

（１）公立保育園（直営園）の役割と再編 -------------------------------------------１３ 

（２）公立保育園（公設民営園）の今後の方針 ---------------------------------------１６ 

 

５ 参考資料 ---------------------------------------------------------------------１8 

 

６ 用語解説 ---------------------------------------------------------------------２0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 1 - 

 

１ 背景・現状 

 

（１）就学前児童数及び認可保育施設申込児童数の推移 

本市の就学前児童数（０歳から５歳の人口）は、各地域とも減少傾向にあり、認可保育施設申

込児童数も減少していく見込みです。一方で、共働き世帯の増加により、認可保育施設申込率は

年々上昇しており、国の想定する 60％程度まで上昇する見込みです。（図１） 

 

 図１ 就学前児童数及び認可保育施設申込児童数、認可保育施設申込率の推移（各年４月１日時点） 

  

 ※就学前児童数：八王子市住民基本台帳 

認可保育施設申込児童数：子ども家庭部調べ 
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ポイント 

○令和６年（２０２４年）の就学前児童数（０～５歳）は、平成１７年（２００５年）と比べ、31.3％

減少しました。 

○認可保育施設申込率は、共働き世帯の増加等により、国の想定の６０％程度まで、引き続

き上昇する見込みです。 

〇認可保育施設申込児童数は、今後ゆるやかに減少する見込みです。 

１ 八王子市における保育の現状 

認可保育施設申込児童数 

就学前児童数 

（０～５歳） 

認可保育施設申込率 

H17:33.7% 

認可保育施設申込率 

R6:56.6% 
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（２）認可保育施設の空き定員の推移 

市内の認可保育施設は令和６年（２０２４年）４月１日時点で、認可保育所９６施設（公立及び分

園を含む。）、認定こども園２２施設（分園を含む。）、家庭的保育事業所１２施設、小規模保育事業

所８施設（公立を含む。）、事業所内保育事業所７施設があります。 

令和６年（２０２４年）４月１日時点で、４７３人分の空き定員が発生しており、今後各施設の定

員数を維持した場合、就学前児童数の減少に伴い在籍児童数が減少していくことから、今後の

空き定員は増加する見込みです。（図２） 

 図２ 認可保育施設における利用定員数及び在籍児童数の推移（各年４月１日時点） 

 

※利用定員数：認可保育所、認定こども園（保育定員）、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所 

の定員数 

  在籍児童数：市内に居住する利用者に限り、市外に所在する施設の利用者を含む。 
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ポイント 

○市内の認可保育施設では、令和６年（２０２４年）４月１日時点で４７３人分の空き定員が生

じています。 

○今後の空き定員は、ますます増加する見込みです。 
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（３）施設類型別の利用児童数の推移 

幼稚園利用児童数について、平成２７年（２０１５年）は６,５４８人でしたが、令和６年（２０２４年）

には３,７０６人となっており、４３．４％減少しました。また、保育園利用児童数については、平成

２７年（２０１５年）は１０,９２１人でしたが、令和６年（２０２４年）は１０，７０６人となっており、２.

０％減少しました。 このほか、未就園児数（保育園や幼稚園に通園していない児童数）について

は、平成２７年（２０１５年）は８,２２６人でしたが、令和６年（２０２４年）は４,６８０人となっており、

４３．１％減少しました。 これらのことから、共働き世帯が多くなり、子育て家庭において、保育

を利用する傾向が高まっていることが分かります。（図３） 

 図３ 施設類型別利用児童数の推移 

 

 

 
※市内に居住する利用者に限り、市外に所在する施設の利用者を含む。 

※保育園は、認可保育所（公立含む。）、認定こども園（保育定員）、小規模保育事業所、家庭的保育事業所及び事業所内保育事業所 

を含む。（各年 4月 1日時点） 

※認定こども園は幼保連携型、幼稚園型、保育所型及び地方裁量型を含む。（各年 4月 1日時点） 

※幼稚園は幼稚園類似施設等を含む。（各年 5月 1日時点） 

※その他は認可外保育施設（認証保育所及び企業主導型保育事業所を含む。）の利用者、在宅子育て等を含む。 
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○平成２７年（２０１５年）と令和６年（２０２４年）を比較すると、幼稚園利用児童数は４３.４％

減少し、保育園利用児童数は２.０％減少し、未就園児数（保育園や幼稚園に通園していな

い児童数）は 4３.１％減少しました。保育園利用児童数はほとんど減少していないため、

保育需要は高い状態にあります。 

43.4％減 

（H27比） 

.4％

減 

（H2

7比） 

未就園児（在宅子育て等）（4,6８０人：24.５％） 

幼稚園（3-5歳） 
認定こども園（14.3％） 

保育園（3-5歳） 保育園（0-2歳） その他（0-2歳） その他（3-5歳） 



 

 

- 4 - 

（４）年齢別施設利用児童数の状況 

本市における０歳児から５歳児までの年齢別施設利用状況として、保育園や幼稚園に通園し

ていない割合が高いのは０歳児から２歳児となっています。厚生労働省「地域における保育所・

保育士等の在り方に関する検討会の取りまとめ（令和３年（２０２１年）１２月２０日）」によれば、こ

れら未就園児を養育する家庭では、少子化社会の進展等を背景として、地域の中で孤立した子

育て（孤育て）を強いられるケースが指摘されており、支援の必要性が高まっています。（図４） 

 図４ 年齢別施設利用児童数（令和６年度（２０２４年度）時点） 
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 ※未就園児：在宅子育て家庭のほか、認可外保育施設、障害児施設、医療施設等を含む。 

 ※未就園児及び保育園利用は令和６年（２０２４年）４月１日時点、幼稚園利用は令和６年（２０２４年）５月１日時点 
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○未就園児（保育園や幼稚園等に通園していない児童）は、０歳児から２歳児が多いです。 

○未就園児の家庭においては、地域の中で孤立した子育て（孤育て）を強いられるケースが

指摘されており、支援の必要性が高まっています。 
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（５）保育施設の待機児童数の推移 

本市における保育施設の待機児童数は、平成２２年（２０１０年）の４９６人から大幅に減少し、

令和６年（２０２４年）には１５人となっており、市全体としては解消に向かっていますが、待機児

童が発生している地域がある一方で空き定員が生じている地域もあり、保育需要の偏在がみら

れます。（図５） 

 図５ 保育施設の待機児童数の推移（各年４月１日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 地域別待機児童数の推移        （人） 

地域 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 

1 本庁 12 8 2 3 1 3 0 

2 浅川 1 1 4 6 0 0 0 

3 由木 4 2 1 0 2 0 0 

4 由木東 1 0 1 0 3 1 0 

5 南大沢 2 1 2 0 0 0 0 

6 横山 2 0 4 0 0 2 4 

7 館 1 0 0 0 0 1 0 

8 元八王子 0 0 1 1 1 1 0 

9 恩方 0 0 0 0 0 0 0 

10 川口 0 0 2 0 1 0 0 

11 加住 0 0 0 0 0 0 0 

12 由井 16 5 5 3 4 6 10 

13 北野 13 5 1 6 0 2 1 

14 石川 4 4 2 0 0 1 0 

計 56 26 25 19 12 17 15 

 

 

 

 

 

ポイント 

○保育施設の待機児童数は、令和６年（２０２４年）４月１日時点で１５人です。 

○待機児童が発生している地域がある一方で空き定員が生じている地域もあり、保育需要

の偏在がみられます。 
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（６）公立保育園（直営園）の定員と在籍児童数の推移 

公立保育園（直営園）では、これまで、就学前児童数の減少傾向を踏まえた保育ニーズに対す

る需給調整の観点から、段階的に定員を縮小してきました。しかしながらこれ以上の定員縮小を

続けた場合、集団行動、遊びの経験（子ども同士で育ちあう機会）が減少する等、集団としての幼

児教育・保育に影響があり、課題となっています。（図６） 

 図６ 公立保育園（直営園）の利用定員数と在籍児童数の推移（各年４月１日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

935 935 935 935 935 

935 

837 

766 

698 

657 

612 
589 

948 
935 

958 
938 

958 

921 864 

787 

712 

673 

628 

598 

500

600

700

800

900

1,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6

利用定員 在籍児童数

（人）

ポイント 

○公立保育園（直営園）では、これまで保育ニーズに対する需給調整の観点から、段階的に

定員を縮小しています。 

○これ以上の定員減少は集団としての幼児教育・保育に影響があり、課題となっています。 
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（１）幼児教育・保育の質を保障する環境づくり 

 

質の高い幼児教育・保育の実践には、子どもが安全・安心な生活を送るための養護のいきと

どいた保育者の援助や、子どもの主体的な活動を保障するための環境づくりが必要です。本市

においては、保育者の研修内容及び施設への支援機能の充実、幼児教育・保育の質の確保のた

め、令和３年（２０２１年）２月に八王子市幼児教育・保育センターを設置し、事故の発生・再発防止

に向け、「八王子市幼児教育・保育施設における子どもの安全・安心マニュアル」を策定しました。

また、幼児教育・保育センターにおける具体的な課題について専門的な立場から指導又は助言

を行う「幼児教育・保育センタースーパーバイザー」を活用し、その指導・助言のもと、幼児教育・

保育の質の確保のため、「乳幼児すくすくてくてくガイドライン」を策定しました。 

さらに、「子育てしやすいまちナンバーワン」を目指し、国の基準を上回る独自の基準を設け、

保育士の配置改善を進めてきました。 

自己肯定感や思いやりなどの非認知能力の育成は世界的にも注目され、ますます重要となっ

てきており、非認知能力を向上させるためにも、より一層質の高い幼児教育・保育の取組が求め

られています。また、園児が健やかな園生活を送るためには、保育者と園児との信頼関係が重要

であり、信頼関係を築くためには保育者が継続的に園児と関わりあうことが必要なことから、

「長く働くことができる」職場づくりや人材の確保に向けた取組が課題となっています。 

 

① 質の向上のための新たな取組 

乳幼児の豊かな心の育ちをサポートするための主体的・協働的な探究活動の実践を促進する

東京都の「とうきょうすくわくプログラム」も活用し、子ども自身が他の子どもたちや保育者との

関係性の中で、自ら興味をもって考えながら探求する環境を整え、幼児教育・保育の充実を図り

ます。また、保育者が子どもの主体性を育むために、保育者同士や教職員との交流や研修の実

施、地域住民との交流を行うことで、相互理解や学びを通して幼児教育・保育の質の向上に努め

ていきます。 

②幼児教育・保育センタースーパーバイザーの活用 

引き続き、幼児教育・保育センタースーパーバイザーを活用し、幼児教育・保育センターでの活

動内容等について専門的な見地から指導又は助言を得ることで、幼児教育・保育センターにお

２ 幼児教育・保育の質の向上 

≪現状と課題≫ 

≪取組の方向性≫ 
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ける幼児教育推進体制の強化と、幼児教育・保育施設への助言・指導を行う幼児教育・保育アド

バイザーの資質向上を図り、幼児教育・保育の質の確保に努めていきます。 

③保育士配置基準の見直し 

保育環境に係る保護者のニーズや保育現場における課題を捉えて、必要に応じて職員配置基

準の見直しを行い、幼児教育・保育の質の向上や多様な保育ニーズに対応していきます。 

④働きやすい労働環境の整備 

幼児教育・保育の質を向上させる取組の一環として、保育者の事務作業の負担軽減や子ども

の事故等の防止のため、幼児教育・保育施設におけるデジタル化を推進してきました。今後は、

保育内容に関する打合せや保育の準備時間として、「ノンコンタクトタイム」が確保できる環境づ

くりを支援していきます。 

⑤ハラスメント防止研修の実施 

現在、保育者の離職の理由としてもっとも多いのは、「職場の人間関係」と言われています。

「長く働くことができる」職場環境を整えるためには、言動によって他者を不快にさせ、尊厳を傷

つけるようなハラスメントの防止措置が必要となります。幼児教育・保育センターが中心となり、

チェックリストの作成や研修を充実させ、幼児教育・保育施設で働くすべての職員がハラスメント

に関する意識を高められるよう取り組みます。 

（2）「こどもまんなか」のデザイン思考 

 

本市では、希望するすべての家庭が子どもを預けられるよう多様な幼児教育・保育の提供に

取り組み、共働き世帯の増加に伴う保育ニーズに対応するため、待機児童問題の解消を進めて

きました。また、本市は、児童虐待防止のために「八王子市児童虐待対応マニュアル」を作成し、

児童虐待の予防と防止、対応について示しています。少子化が進行する中、国においては令和５

年（２０２３年）４月にこども基本法が施行されるなど、権利主体としての子どもの最善の利益を

常に第一に考え、子どもに関する取組・政策を社会のまんなかに据えていく「こどもまんなか社

会」の実現に向けた取組が進められています。本市でも、このような国の動向も踏まえ、幼児教

育・保育施設と行政との共創的な取組を通して、本市で育つすべての子どもとその保護者がと

もに成長し、将来に渡って幸せな状態（ウェルビーイング）で過ごすことができるように子育て支

援に取り組んでいく必要があります。 

 

 

≪現状と課題≫ 



 

 

- 9 - 

 

① 幼児教育・保育施設の多機能化の推進 

すべての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子

育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、

幼児教育・保育施設の空きスペースを活用し、就労要件を問わず柔軟に利用できる国の「こども

誰でも通園制度」の実施を検討していきます。また、幼児教育・保育施設の多機能化に向け、一

時預かり事業や地域子育て支援拠点事業など、現在行っている多様な幼児教育・保育の取組が

安定的に存続できるよう支援していきます。 

② 不適切保育（性被害を含む。）発生防止のための取組 

今後もすべての子どもが、安全で快適な環境のもと、安心して健やかに成長することができ

るよう、「八王子市児童虐待対応マニュアル」を活用するほか、幼児教育・保育施設内における不

適切な保育（性被害を含む。）の発生防止のための研修や必要な支援を実施していきます。 

③ 子どもの多様な育ちを支えるための保護者支援と情報提供強化 

子どもが健やかに成長するためには、保護者が子どもとともに成長していくことが大切です。

保護者の成長を支援するために、子どもの成長や発達について理解を深めることのできる講座

やイベントを開催するとともに、幼児教育・保育施設にて、日常生活の具体的な様子を介した子

育ての相談や助言を充実させていきます。また、子ども一人ひとりの発達や家庭の状況に応じ

た適切な選択の機会を確保するため、保護者への情報提供を強化し、引き続き八王子市子育て

応援サイトで情報発信を行います。 

（3）幼児教育・保育センターの充実 

 

幼児教育・保育センターでは、幼児教育・保育の質のさらなる向上を実現するため、発達が気

になる子どもや特別な配慮を要する子ども一人ひとりに即した支援や保護者に寄り添う支援の

ため幼児教育・保育施設への巡回発達相談支援事業を行っています。巡回発達相談支援事業の

申請件数は年々増加しており、支援のより一層の充実が求められています。また、小学校教育と

の円滑な接続のために「保・幼・小子育て連絡協議会」を設置し、関係機関との連携強化を図って

います。 

このほか、幼児教育・保育の質の向上のために保育従事者研修をはじめとする様々な研修や

講演会を行っていますが、幼児教育・保育施設の参加率にばらつきがあります。 

≪現状と課題≫ 

≪取組の方向性≫ 
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さらに、幼児教育・保育アドバイザーを配置し、幼児教育・保育の内容や園児への援助方法等

に課題を感じている施設に対する訪問支援を行うとともに、研修の充実、本市の乳幼児期の教

育・保育の質に関する指針「乳幼児すくすくてくてくガイドライン」を策定しました。 

令和５年度（２０２３年度）からは、幼児教育・保育の質のより一層の向上の取組として、公立保

育園を中心として、他園の保育を参観し、保育に関する文化や方法の違いに触れ、自身の保育を

振り返る契機とする公開保育を実施しています。 

今後は、「こどもまんなか社会」の実現に向け、本市で育つすべての子どもが将来に渡って幸

せな状態（ウェルビーイング）で過ごすために、より一層幼児教育・保育センターの充実を図る必

要があります。 

 

①障害児支援の強化 

幼児教育・保育施設への巡回発達相談支援事業の実施件数を増やし、発達が気になる子ども

や特別な配慮を要する子ども一人ひとりに即した支援や保護者に寄り添う支援を充実させると

ともに、児童発達支援センター等の関係機関との連携強化により、発達障害等の早期発見と早

期支援に努めます。 

② 職員の資質向上に向けた取組の推進 

子どもたちが安全・安心に生活できる環境を整え、また、主体的な遊びの経験から豊かな学び

を体得する機会を創出できるよう、研修を充実させるほか、研修参加率の向上を図り、さらなる

職員の資質向上に取り組みます。また、幼児教育・保育センターにおいて、公立保育園で実施し

ている公開保育を民間の幼児教育・保育施設においても実施できるように必要な支援を行うと

ともに、映像データの活用による保育の振り返りや「保育の見える化」（ドキュメンテーション等）

の推進により、市全体の幼児教育・保育の質の向上を目指します。 

③保・幼・小連携の推進 

平成３０年（２０１８年）４月に「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園

教育・保育要領」が改訂され、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（１０の姿）」が共通の指針

として定められました。この指針を小学校就学への円滑な接続の手掛かりとして活用し、本市教

育委員会との連携を強化するとともに、「保・幼・小連携の日」などによる学童保育所を含む就学

前後の教育・保育機関相互での教職員の交流や、「すくてくシート（就学支援シート）」などを活用

した情報共有を促進していきます。  

≪取組の方向性≫ 
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着実な施設整備による「量」（定員）の確保により、令和６年（２０２４年）４月時点で待機児童は

１５人となり、最も多かった平成２２年（２０１０年）の４９６人からは大幅に減少しました。 

令和４年度（２０２２年度）には、地域的な保育需要の偏りや少子化・人口減少に対応する適切

な定員設定を目的として、事業者の意向を踏まえつつ、市域の実情に応じた定員変更を可能と

する「八王子市特定教育・保育施設の定員適正化に関する基準」を設け、定員設定に向けた助言

や調整を行っています。 

また、本市では、これまで、幼児教育・保育の重要性を認識し、八王子市子ども・若者育成支援

計画（令和２年度から令和６年度）の基本施策６において「認定こども園の設置促進」を掲げて、

質の高い幼児教育・保育を一体的に提供することができる認定こども園への移行を支援し、認

定こども園の認可・認定を推進してきました。これにより、令和元年度（２０１９年度）時点では７

施設であった認定こども園は、２２施設（分園を含む。）になりました。 

しかし、少子化の進行に伴い、認可保育所から移行した場合においても、幼稚園から移行した

場合においても、新たな定員設定により施設間で互いの需要が競合し、需給バランスが損なわ

れ、各幼児教育・保育施設の経営に影響を及ぼす可能性があります。このような状況では、持続

可能な幼児教育・保育体制の確保が困難となることが懸念されます。 

さらに、市内の保育施設における空き定員は増加傾向にあるため、この状況が持続すると、集

団による幼児教育・保育が出来ないことによる子どもの成長への影響が懸念されます。また、定

員割れが経営に影響を及ぼし、職員の安定的な雇用が難しくなり、職員一人あたりの業務負担

増による労働環境の悪化を招く恐れがあります。 

今後は、中心市街地やニュータウン、山地や丘陵地など、地域ごとの特性を踏まえながら、待

機児童解消の実現・維持というこれまでの視点に加え、幼児教育・保育施設が地域社会になくて

はならない公共的な社会基盤であるという認識を持ったうえで、将来世代に負担を残さないた

めに必要な取組を進めていく必要があります。 

 

 

3 持続可能な幼児教育・保育体制の確保 

≪現状と課題≫ 
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①適切な定員設定に向けた運営指導 

引き続き、令和４年度（２０２２年度）に定めた「八王子市特定教育・保育施設の定員適正化に

関する基準」に基づき適切な定員設定を行うように助言等を行うことで、幼児教育・保育施設を

希望する人がいつでも入園できる幼児教育・保育の提供量を確保しつつ、地域における保育ニ

ーズに対し過剰供給とならないよう適正な幼児教育・保育体制を確立していきます。 

②今後の施設整備方針 

持続可能な幼児教育・保育体制の確保に向けて、今後の保育施設の整備にあたっては、これま

での「量」の確保という視点に加え、次に掲げる様々な要素も総合的に考慮します。 

ア 施設の老朽度（保育施設の築年数や改修状況等を総合的に考慮して判断） 

イ 当該地域における保育ニーズ 

ウ 施設整備計画の実現可能性 

エ 関係者との合意形成 

オ その他整備の必要性・緊急性に係る事情 

ただし、施設の新規整備は多額の費用を要し、土地や建物の確保面でも制約があり、就学前児

童数の減少傾向を踏まえると、持続可能な幼児教育・保育体制の確保に向けた取組としては効

果的とはいえないため、今後は実施しないこととし、既存施設の改築・修繕を進めます。 

③認定こども園について 

認定こども園の新たな認可・認定は休止することとします。ただし、変化する社会環境に対応

するため、「八王子市子ども・若者育成支援計画」の策定にあわせ、５年ごとに施策の方向性の確

認を行います。また、社会環境の変化が生じた場合など、必要に応じて、５年の期間に限らず、施

策の方向性について検討を行います。 

なお、幼児教育・保育の一体的な提供については、施設類型にかかわらず、幼児教育・保育の

質の向上を図る様々な取組を実施しており、認定こども園への移行に代わる形で、質の高い幼

児教育・保育の提供が可能となっています。今後も引き続き、幼児教育・保育の質の向上に関す

る取組を推進していきます。 

 

 

≪取組の方向性≫ 
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（1） 公立保育園（直営園）の役割と再編 

 

本市では、子ども・子育て支援を総合的に推進していくため、公立保育園（直営園）（以下「直営

園」という。）が、障害児保育の充実や家庭福祉員の支援の役割を担い、子ども家庭支援センター

と連携を図ってきました。その後、急速な少子化の進行に伴う就学前児童数の減少や、保育施設

等への申込率の上昇といった社会状況の変化を踏まえ、平成３０年（２０１８年）に「公立保育園あ

り方検討会」において直営園の役割を再検討し、平成１６年（２００４年）に定めた役割を継続しつ

つ、地域における中核的役割を強化しながら、幼児教育・保育の質を高める役割、医療的ケア児

の受入れを行うなど特別な配慮を必要とする児童を含む幼児教育・保育の充実、保・幼・小連携

における役割も担ってきました。 

また、６頁でも述べたように、直営園では、就学前児童数の減少を踏まえ、保育ニーズに対す

る需給調整の観点から、待機児童がいる地域を除いて、段階的に定員を縮小してきました。しか

しながら、集団としての幼児教育・保育の視点からこれ以上の定員縮小は難しい状況です。 

このほか、直営園は１０園のうち６園が築５０年以上経過し、老朽化が進んでおり、施設の修繕

に要する費用も増加しています。 

 

これまで担ってきた公立保育園の役割を踏まえつつ、本市における幼児教育・保育の「量」の

適正化、「質」の維持・向上を図るために、直営園を再編する必要があります。直営園の再編によ

って、公立保育園における人材を集約し、体制の強化を行うことで、関係機関とのさらなる連携

強化や、先進的な保育の研究・実践を行い、「質」の向上を図ります。また、今後は主に民間保育

施設により、地域における保育提供量の確保を図ります。 

再編に当たっては、次の点に留意します。 

ア 周辺地域の保育ニーズと各園の定員数との需給バランスを考慮し、待機児童の抑制に努

める。 

イ 直営園の立地状況や施設の老朽度等を考慮する。 

ウ 市域が広域に及ぶことから、直営園の立地が偏らないようにする。 

エ 地域の拠点づくりやその他の公共施設との複合化などを検討する。 

４ 公立保育園の役割と再編 

≪現状と課題≫ 

≪取組の方向性≫ 
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また、「再編」に伴い、以下の取組を進めていきます。 

① 幼児教育・保育のセーフティネットに対応した職員配置の調整と人材育成 

虐待予防の視点からの未就園児に対する支援や、障害児支援等を充実させるとともに、大規

模災害発生時における保育を提供するなどして、幼児教育・保育における子どもの安全・安心

に関するセーフティネットの役割に対応するため、直営園の職員配置の調整を行っていきます。

また、保護者支援のためのソーシャルスキルや危機管理に関する知識の習得等、職員の人材育

成を進めていきます。 

②関係機関との連携強化等による支援の充実 

令和７年（２０２５年）４月から設置を予定しているこども家庭センター等の関係機関との連携

を強化します。また、再編に伴い必要な保育士数は減少するため、ソーシャルワーク業務等に直

営園の保育士を活用し、地域の子育て支援拠点としての機能や子どもの成長・生活環境に悩み

を抱える家庭への支援の充実に努めます。 

③先進的な保育の研究・実践 

直営園で実施している公開保育を民間の幼児教育・保育施設へ拡充するとともに、東京都が

実施している「とうきょうすくわくプログラム」を直営園でも活用し、幼児教育・保育アドバイザ

ー等と連携しながら、幼児教育・保育の本質である「子どもの主体的な遊びをとおした学び」を

実践し非認知能力を育成する保育の充実を図ります。 
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図７ 公立保育園の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図８ 公立保育園の位置図（令和６年（２０２４年）４月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●元八王子 
●恩方 

●津久田 

●富士見台 

●千人

浸水 
0.5～
1.0m 

●高尾 

●長房中央 
●子安 

●北野 

●みなみ野 

●直営園 

★石川 

★静教 

★中野 

★多賀 

★長房西 

★指定管理 

★市役所内 
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（２）公立保育園（公設民営園）の今後の方針 

 

 

公立保育園（公設民営園）（以下「指定管理園」という。）については、民間の能力を活用するこ

とで地域の保育ニーズに対応するため、平成１８年（２００６年）から指定管理者制度による運営

を開始し、現在、小規模保育事業を含む６施設が指定管理者により運営されています。指定管理

園は直営園と同様に、障害児の受け入れ等の多様化する保育ニーズに対応する役割を担ってき

ました。しかし一方で、少子化の影響による申込児童数の減少や施設の老朽化などにより、持続

可能な園運営が困難になってきています。多様化する保育ニーズに対応するために指定管理園

が直営園と同様に担ってきた役割・機能を、今後も継続していくための方策を検討していく必要

があります。 

  

原則として、市役所内保育園を除く中野保育園、石川保育園、静教保育園、多賀保育園、長房

西保育園は民間の能力をより一層活用することができる公私連携型保育所制度への移行を目

指します。公私連携型保育所制度とは、児童福祉法第５６条の８に規定されている保育所の運営

に関する仕組みであり、市と「協定」を締結し、公私連携法人として市から指定を受けた法人が

運営する保育所を公私連携型保育所とするものです。市は「協定」を締結することで一定の関与

を残しつつ、民間保育園として運営します。また、指定管理者制度より長期の協定期間を定め、

直営園と同様の水準での保育を提供することで、地域全体の幼児教育・保育の質の向上を図る

ことができます。指定管理園の公私連携型保育所制度への円滑な移行を目指し、市民への十分

な周知及び関係者との調整を行っていくとともに、移行に向けて準備を整えていきます。 

 

 

 

 

 

  

≪現状と課題≫ 

≪取組の方向性≫ 
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表２ 公立保育園の再編にあたり考慮すべき主な事項 

園 名 

再編にあたり考慮すべき主な事項 

在籍児童数（人） 
（4/1時点） 地域保育 

需要予測 

築年数 

(R6.4.1) 

近隣の民間保育
施設数 

(空き定員数) 
(半径 1.2km) 

災害 
警戒区域 

H30 R4 R5 R6 

１公立保育園（直営） 

１ 

子安 103 ４４ ４１ ４０ 
増加 
傾向 

５２年 
１２施設 
（▲２９人） 

― 

子安分園 - ６９ ６５ ６６ 
増加 
傾向 

４年 
１３施設 
（６７人） 

― 

２ 千人 96 74 65 58 
減少 
傾向 

５１年 
１５施設 
（２５人） 

浸水 
0.5～1.0m 

３ 高尾 92 47 43 37 
減少 
傾向 

４８年 
４施設 
（１４人） 

浸水 
1.0～3.0m 

４ 恩方 84 49 45 42 
現状 
維持 

５０年 
３施設 
（１０人） 
※半径 2.0㎞ 

土砂災害 
警戒区域 
（土石流） 

５ 富士見台 67 46 44 40 
減少 
傾向 

５１年 
６施設 
（４人） 

― 

６ 津久田 105 79 76 76 
減少 
傾向 

９年 
５施設 
（５０人） 

浸水 
0.5～1.0m 

７ 長房中央 85 54 47 43 
現状 
維持 

２３年 
７施設 
（▲１８人） 

― 

８ 北野 95 74 70 69 
減少 
傾向 

５４年 
５施設 
（７７人） 

浸水 
0.5～1.0m 

９ 元八王子 87 53 44 39 
減少 
傾向 

５０年 
７施設 
（６５人） 

浸水 
0.5m未満 

1０ みなみ野 107 84 88 88 
増加 
傾向 

２８年 
５施設 
（１人） 

― 

２公立保育園等（指定管理者制度による運営） 

1 中野 87 85 88 89 
減少 
傾向 

４８年 
 
 

浸水 
0.5m未満 

2 石川 80 77 85 81 
減少 
傾向 

５３年 
 

 
 

3 静教 73 73 73 73 
現状 
維持 

５２年 
 
 

浸水 
0.5～1.0m 

4 多賀 76 71 74 70 
減少 
傾向 

５１年 
 
 

浸水 
0.5m未満 

5 長房西 89 92 95 87 
現状 
維持 

２０年 
 
 

 

6 
市役所内 

(小規模保育) 
12 15 13 13 

減少 
傾向 

６年 
 
 

浸水 
1.0～3.0m 
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地域別の状況【施設数及び利用定員数】（令和６年（２０２４年）４月１日時点） 

※１ 認可保育所及び認定こども園は分園を含めた施設数である。 

※２ 地域型保育は家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業を合算した施設数である。 

※３ 横川学園は、２つの建物により構成される１つの認定こども園であるが、それぞれの建物が西部地域

と西南部地域に分かれて所在しているため、各地域の施設数に算入している。 

 

 

 

 

西部地域 

西南部地域 

５ 参考資料 

認可施設 施設数 利用定員数
１認可保育所 14施設 1,202人
２認定こども園 5施設 801人
３幼稚園 2施設 460人
４地域型保育 5施設 29人

計 26施設 2,492人

認可施設 施設数 利用定員数
１認可保育所 19施設 1,554人
２認定こども園 5施設 867人
３幼稚園 5施設 1,305人
４地域型保育 3施設 19人

計 32施設 3,745人
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北部地域 

中央地域 

東南部地域 

東部地域 

市全体 

認可施設 施設数 利用定員数
１認可保育所 30施設 2,459人
２認定こども園 4施設 473人
３幼稚園 7施設 1,350人
４地域型保育 9施設 147人

計 50施設 4,429人

認可施設 施設数 利用定員数
１認可保育所 6施設 694人
２認定こども園 1施設 84人
３幼稚園 1施設 175人
４地域型保育 1施設 10人

計 9施設 963人

認可施設 施設数 利用定員数
１認可保育所 18施設 1,798人
２認定こども園 4施設 448人
３幼稚園 8施設 2,270人
４地域型保育 3施設 27人

計 33施設 4,543人

認可施設 施設数 利用定員数
１認可保育所 9施設 777人
２認定こども園 4施設 545人
３幼稚園 2施設 520人
４地域型保育 6施設 50人

計 21施設 1,892人

認可施設 施設数 利用定員数
１認可保育所 96施設 8,484人
２認定こども園 23施設 3,218人
３幼稚園 25施設 6,080人
４地域型保育 27施設 282人

計 171施設 18,064人
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あ行 

一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を認定こども園・幼稚園・ 

保育所等で一時的に預かる事業。 

医療的ケア児 

呼吸管理（酸素吸入）、経管栄養（経鼻経管・胃ろう・腸ろう）、吸引（口腔・鼻腔）、導尿等の医 

療的ケアが必要な児童。 

か行 

家庭的保育事業所 

八王子市の認可を受けた、自宅の居室を保育室として使用し、家庭的な雰囲気のもとで 

０歳児から２歳児の少人数（３～５人）に保育を行う施設。 

企業主導型保育事業所 

企業主導型の事業所内保育事業で、人員・設備等は認可並の質を確保し、国の助成を受け 

ている施設。児童福祉法上は認可外保育施設。 

こども誰でも通園制度 

保護者の就労の有無に関わらず、幼稚園・保育所等を利用していない０歳児から２歳児の 

未就園児を定期的に預かる制度。 

こども家庭センター 

児童及び妊産婦の福祉及び母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括 

的な支援を切れ目なく行うことを目的とする施設。 

こどもまんなか社会 

すべてのこども・若者が身体的・精神的・社会的に将来に渡って幸せな状態（ウェルビーイン 

グ）で生活を送ることができる社会のことを指す。今後、国として目指していく社会の在り 

方であり、令和５年（２０２３年）１２月２２日に策定された「こども大綱」で定められている。 

 

さ行 

事業所内保育事業所 

八王子市の認可を受けた、会社等の保育施設で、従業員の子どもと地域の子どもに保育を 

行う施設。 

指定管理者制度 

地方自治法第２４４条の２に定められている公民連携の手法の一つ。多様化する住民ニー 

ズに効果的・効率的に対応していくことを目的として、市の指定を受けて公の施設をノウハ 

ウのある民間事業者等が管理する。 

６ 用語解説 
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児童発達支援センター 

発達に遅れや特性をもつ子どもたちが安心して成長できるよう支援を行う専門施設です。 

施設の有する専門性を活かし、地域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる施設へ 

の援助・助言を合わせて行うなど、地域の中核的な発達支援施設。 

小規模保育事業所 

八王子市の認可を受けた、０歳児から２歳児の少人数（６～１９人）に保育を行う施設。 

職員配置基準 

幼児教育・保育施設において園児の人数に対して最低限必要な保育者の人数を指す。認可 

保育所、認定こども園又は地域型保育事業については市の条例で基準を定めている。 

すくてくシート（就学支援シート） 

保育園・幼稚園・認定こども園等での生活や集団活動の時に個別の対応が必要な園児が小 

学校に入学したとき、その子に合った対応や配慮が継続されるよう対応の様子等を引き継 

ぐとともに、就学後に必要な対応について考えていくために使用する。 

ソーシャルワーク 

社会福祉援助のことであり、人々が生活していく上での問題を解決なり緩和することで、質 

の高い生活（QOL）を支援し、個人のウェルビーイングの状態を高めることを目指していく 

こと。 

た行 

地域子育て支援拠点事業 

公共施設や保育所、子ども・若者育成支援センター（旧児童館）など地域にある身近な場所 

で、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や育児相談ができる場を提供する事業。 

定期利用保育 

パートタイム勤務や育児短時間勤務等の保護者の多様な就労形態と保育需要に対応する 

ことを目的として、保育所等において児童を複数月にわたって継続的に保育する制度。 

とうきょうすくわくプログラム 

すべての乳幼児の「伸びる・育つ（すくすく）」と「好奇心・探究心（わくわく）」を応援する幼保 

共通のプログラム。 

ドキュメンテーション 

保育の現場で子どもの活動や成長を写真、動画、音声、文字などで視覚的に記録する手法。 

な行 

認可外保育施設 

保育を行うことを目的とする施設であって、認可保育所、認定こども園及び地域型保育事 

業（家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業）以外 

の施設。 
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認可保育所 

児童福祉法に基づく認可を受けた市又は民間事業者が運営する保育施設。 

認証保育所 

東京都が定めた基準を満たし、東京都が設置を認証した保育施設。 

認定こども園 

幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持つほか、地域の子育て支援も行う施設。保護者 

の就労状況に関わらず、教育・保育を一体的に行う。施設は４類型に分けられる。 

・幼保連携型 

幼稚園と保育所両方の機能をあわせ持つ単一の施設として、教育・保育の提供を行う施設。 

・幼稚園型 

幼稚園が保育の必要な子どもの保育時間を確保するなど、保育所としての機能を備える 

認定こども園。 

・保育所型 

認可保育所が保育の必要な子ども以外を受け入れるなど、幼稚園的な機能を備える認定 

こども園。 

・地方裁量型 

認証保育所が、幼稚園的な機能を備えた認定こども園。 

ノンコンタクトタイム 

保育者が、勤務時間中に園児と関わらない時間であり、業務時間として保育以外の業務を 

行う時間。 

は行 

はじめの１００か月の育ちビジョン 

こどもを妊娠してから小学校１年生までの期間が長い人生において非常に重要な時期で 

あることを踏まえ、子どもの誕生前から切れ目なく心身の健やかな育ちを保障し、将来に 

渡って幸せな状態（ウェルビーイング）の向上を目指す目的で国が策定したもの。 

非認知能力 

知能検査や学力検査では測定できない能力。具体的には、やる気、忍耐力、協調性、自制心 

など、人の心や社会性に関係する力。 

保・幼・小連携 

①幼児教育・保育施設で育まれた資質・能力と小学校教育により育成すべき資質・能力が円 

滑につながるよう連携すること。 

②地域の中で子どもの発達を連続したものとして捉え、子どもが健やかに育つよう、幼児 

教育・保育施設、小学校、学童保育所、子ども・若者育成支援センター、こども家庭センター 

などが相互に連携する取組。 
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や行 

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（１０の姿） 

平成３０年（201８年）の保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教 

育・保育要領の改訂に伴い、追加された保育所・幼稚園・認定こども園における新しい共通 

指針。具体的には、健康な心と体、自立心、協同性、道徳・規範意識の芽生え、社会生活との 

関わり、思考力の芽生え、自然との関わり・生命尊重、数量や図形、標識や文字などへの関 

心・感覚、言葉による伝え合い、豊かな感情と表現といった１０項目から成る。 

幼児教育・保育アドバイザー 

幼児教育・保育の専門的な知見や豊富な実践経験を有し、市内の幼児教育・保育施設を巡 

回し、幼児教育・保育の内容や援助方法、環境の改善等について支援を行う者のこと。 

幼児教育・保育センタースーパーバイザー 

幼児教育・保育センターにおける具体的な課題に対し、専門的な立場から指導または助言 

を行う者。 

幼稚園 

学校教育法に基づき満３歳以上の幼児を対象として保育し、その心身の発達を助長するこ 

とを目的とする教育施設。 
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